
関連年表（1965年まで。下線は、竹島の領有をめぐる日韓両国政府の主張に関する口上書（※））
※口上書の内容は、報告書資料No.��参照

日本／米国（連合国） 韓国

1945.11.3 米太平洋艦隊、漁船操業区域（マッカーサーライン）設定（※）。
※日本商船管理局(Naval Shipping Control Authority
for Japanese Merchant Marine)覚書（SCAJAP-���）

1946.1.29 総司令部、SCAPIN-677で竹島に対する日本政府の
権力行使を停止。

1946.6.22 総司令部、SCAPIN-1033でマ・ライン拡大。竹島は区域外。
竹島への接近禁止範囲が12海里と規定。

1947.9.16 総司令部、SCAPIN-1778で竹島を爆撃訓練区域として指定。 1947.6～8 南朝鮮の新聞各紙に「独島」関連記事。

1948.6.8 米軍の竹島爆撃により朝鮮人に死傷者発生。

1955.5 韓国政府外務部、『外交問題叢書第11号　独島問題概論』刊行。

1959.1.7 韓国政府、竹島に関する韓国政府の見解（第3回）を送付。

1965.12.17 韓国政府、竹島に関する韓国政府の見解（第4回）を送付。

1947.8.16
～8.28

朝鮮山岳会、鬱陵島と竹島を調査。
1949.9.19 総司令部、SCAPIN-2046でマ・ライン改定。

竹島は変わらず。竹島周辺への接近禁止範囲が
12海里以内から３海里以内に変更。

1951.7.19 韓国政府、竹島が韓国領であるとして平和条約草案の
修正を米国政府に要求。

1951.7.6 総司令部、 SCAPIN-2160で竹島を爆撃訓練区域として再指定。

1951.8.10 米国政府は同年7月19日付の韓国の要求を拒否（「ラスク書簡」）。

1952.1.18 李承晩大統領による「海洋主権宣言」。主権を宣言した水域に
竹島を取り込む。

1952.1.28 日本政府、李承晩大統領による「海洋主権宣言」に抗議。
韓国による竹島領有“僭称”を否認。

1952.2.12 韓国政府、1952年1月28日付の日本の抗議に関して
日本政府に反論。

1952.4.25 マッカーサーライン廃止。

1952.4.28 サンフランシスコ平和条約が発効。

1952.4.25 日本政府、韓国の竹島領有の主張に反駁。

1952.9.17
～9.28

韓国山岳会、「鬱陵島・独島学術調査団」派遣。1952.7.26 外務省、行政協定により在日米軍に提供する施設区域として
竹島爆撃訓練区域を決定した旨告示。

1952.12.4 米国政府、韓国政府に米国の立場は「ラスク書簡」のとおりである旨通知。

1953.3.19 日米合同委員会で竹島を米空軍の爆撃訓練区域から削除する旨
の提案を承認。

1953.5.1 日米合同委員会における日米両政府の代表者が竹島を米空軍の
爆撃訓練区域から削除することに合意。

1953.5.14 外務省が竹島を米空軍の爆撃訓練区域から解除した旨告示。

1953.6.18 島根県は竹島での漁業権を隠岐島漁業協同組合連合会に免許
（６月10日付でアシカ漁業を隠岐在住の漁業者に許可）。

1953.6.27 海上保安庁職員、警察官、島根県職員が竹島に上陸。
不法入国していた韓国人に退去勧告。 1953.8.22 韓国政府、日本艦船の「領域侵犯」(1953.7.12)に抗議。

1953.7.12 巡視船「へくら」が竹島で銃撃される。

1954.2.10 日本政府、竹島に関する日本政府の見解（第2回）を送付。

1954.6.11 韓国政府は竹島に海洋警察隊急派。1954.5.3 隠岐島五箇村久見漁業協同組合が竹島で漁労。

1954.10.28 韓国政府、竹島問題の国際司法裁判所への付託を拒否。1954.11.21 巡視船「へくら」と「おき」が竹島で砲撃される。

1956.9.20 日本政府、竹島に関する日本政府の見解（第３回）を送付。

1962.3.12 小坂善太郎外相、崔徳新外務部長官との会談で竹島問題の
国際司法裁判所への付託を提案。 

1962.7.13 日本政府、竹島に関する日本政府の見解（第4回） を送付。

1962.10.20 大平正芳外相、金鍾泌中央情報部長との会談で竹島問題の
国際司法裁判所への付託を提案。

1962.11.22 大平正芳外相、金鍾泌中央情報部長との会談で竹島問題の
国際司法裁判所への付託を提案。

1962.10.22 池田勇人首相、金鍾泌中央情報部長との会談で竹島問題の
国際司法裁判所への付託を提案。

1965.6.22 「紛争の解決に関する交換公文」1965.6.22 「紛争の解決に関する交換公文」

1954.8.23 巡視船「おき」が竹島で銃撃される。

1954.9.25 韓国政府、竹島に関する韓国政府の見解（第2回）を送付。1954.9.25 日本政府、竹島問題の国際司法裁判所への付託を提案。

1953.9.9 韓国政府、竹島に関する韓国政府の見解（第１回）を送付。
1953.10.11
～10.17

韓国山岳会、「鬱陵島・独島学術調査団」派遣。1953.7.13 日本政府、竹島に関する日本政府の見解（第１回）を送付。

1954.9.30 米国政府、「ヴァン・フリート特命報告書」作成。平和条約で竹島が
日本領に残されたこと、竹島問題の国際司法裁判所付託を韓国に
勧めたことを記述（10月4日、アイゼンハワー米国大統領に報告）。
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編著者 日本国政府 外務省
発行者 韓国政府外務部
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媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 島根県竹島資料室
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内容見本
    Furthermore, in the proclamation the Republic of 
Korea appears to assume territorial rights over the islets 
in the Japan Sea known as Takeshima (otherwise known 
as Liancourt Rocks). The Japanese Government does not 
recognize any such assumption or claim by the Republic 
of Korea concerning these islets which are without 
question Japanese territory.

　����年（昭和��年）�月��日に韓国がいわゆる「李承晩ライン」を一
方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を主張
するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだことに対し、日本国政
府は、同月��日付で、韓国代表部宛口上書を以て抗議した。同口上書
において日本国政府は、「韓国は竹島として知られている、或いは又リ
アンクール・ロックスとして知られているところの日本海の小島に領土
権を主張しているように見えるが、日本国政府は当然日本の領域であ
る竹島に関する韓国のこのような僣称又は要求を絶対に認めるもの
ではない」（仮訳）と韓国政府に対して強く抗議した。
　なお、同口上書の前半部分においては、この韓国大統領による一方
的な宣言は「公海自由の原則と完全に矛盾するものであるだけでな
く、公海における海洋資源の開発及び保護に係る平等性に関する国
際協力の基本原則にも反する」ものであるとして強く批判している。

資料概要

����年（昭和��年）�月��日

����年(昭和��年)１月の李承晩韓国大統領による隣接海洋に対する
主権宣言に対して、同月��日付で日本国政府が行った韓国政府に
対する抗議（口上書）
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韓国大統領による宣言に対する日本政府の抗議

時代区分IV （1）-①日本政府から韓国政府に対する抗議
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